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大石利生水俣病不知火患者会会長の陳述（抜粋）

公式確認から５８年も経た今、未救済の被害者はまだまだ多数取り残されております。水俣病は全く終わってお

りません。平成２２年から特措法の受付が始まりましたが、非該当として不当に切り捨てられた被害者がたくさん

おります。

まず、ずさんな検診で症状を認めてもらえず切り捨てられた方がいます。

次に、半世紀前の資料を出せと行政から無理強いされて、出せずに切り捨てられた方もいます。

被害者がいないはずの対象地域外から数百名単位で水俣病被害者が出た事実を他の住民が見て、救済を求める声

が更に広がっております。そのほか、魚介類が流通した内陸部、山間部や昭和４３年以降生まれた被害者の救済も

取組が本格化しようとしています。

特別措置法の平成２４年７月の申請期限に間に合わなかった被害者もいます。過去の差別、偏見の影響で、子や

孫の結婚や就職の心配から申請をためらう人が残っております。県外転出者にも情報が届いておりません。

未救済の水俣病被害者が多数取り残されております。被害者救済が終わる見込みは全くありません。水俣病は終

わっていないのです。

このような中でチッソを優遇する修正案は絶対に許せません。国がチッソを優遇して子会社株式売却を手助けす

れば、残されている多数の被害者がチッソから補償を受けられなくなるのです。また、水俣病問題の最終解決にも

逆行します。

全ての加害者は、全ての水俣病被害者への補償、救済を全うすべきです。私たち被害者は全ての被害者救済まで

闘い続けます。

国会では，会社法改正案（親会社が子会社の株式を売却する際，株主総

会の特別決議を義務づけるもの）が審議されました。

ところが，突如，衆議院法務委員会で加害企業チッソを上記改正案の適

用除外とする修正案が提出されました。上記修正案は，加害企業チッソの

分社化を後押しするものであって，到底容認できるものではありません。

５月１３日に大石利生水俣病不知火病患者会会長が，参議院法務委員会

において，上記修正案に対して，参考人として意見陳述しました。

上記修正案を含む改正会社法は，参議院法務委員会にて与党により強行

採決され，会期末の６月２０日に同本会議にて可決・成立しました。



    水俣病被害者救済 向  

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団は，すべての水俣病被害者救済を目指しています。

みなさんの周りに，水俣病の被害者でありながら未だ救済を受けていないという方はいらっし

ゃいませんか。裁判に関心はあるが，なかなか裁判について話を聞く機会がないという方は，下

記連絡先までご連絡ください。

また，県外に移住して，現在は，近畿，関東などに住んでいる親類やご友人にもお声掛けをお

願いします。

すべての水俣病被害者救済に向けて頑張りましょう。

（連絡先） ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団

熊本市中央区京町１丁目１２番２号京町会館２階

熊本共同法律事務所内（担当 永野）

電話 096-355-5376 ＦＡＸ 096-355-5378

ＨＰ http://www.no-more-minamata.jp/

チッソの分社化を後押しする

改正会社法が参議院法務委員会

での与党の強行採決の末，６月２

０日に参議院本会議にて可決・成

立しました。

改正会社法に対しては，被害者

団体から非難の声が起こってい

ます。右の新聞記事はその一例で

す（毎日新聞朝刊６月２１日）。

今後，チッソの分社化・消滅に

向けた様々な動きが進んでいく

ことが予想されますので，その動

向に注視し，そうした動きに反対

する運動を続けなければなりま

せん。

他方で，６月１９日，水俣病問

題に超党派の国会議員が取り組

む「水俣病被害者と歩む国会議員

連絡会」が発足しました。すべて

の水俣病被害者救済の実現に向

けた大きな一歩ではないでしょ

うか。

今後の予定

７月１５日 第５陣提訴

８月 ８日 第５回弁論期日

８月２３，２４日 ミナマタ現地調査

１０月１７日 第６回弁論期日

〈 平成２６年６月２１日（土）・毎日新聞朝刊 〉


